
大阪府収用委員会委員の任命について同意を求める件 
 
〔収用委員会委員〕 

 

現  委  員 

 

 

新  委  員 （案） 

 

 

岸
きし

 田
だ

 好
よし

 美
み

 

 昭和 34年 5月 7日生 64歳 

 弁護士 

1期目：Ｈ30.2.1～Ｒ3.1.31 

2期目：Ｒ3.2.1～Ｒ6.1.31 

 

再 任 

3期目：Ｒ6.2.1～Ｒ9.1.31 

 

野
の

 呂
ろ

  充
みつる

 

 昭和 38年 8月 2日生 60歳 

  大阪大学大学院高等司法研究科教授 

1期目：Ｈ27.2.1～Ｈ30.1.31 

2期目：Ｈ30.2.1～Ｒ3.1.31 

3期目：Ｒ3.2.1～Ｒ6.1.31 

 

 

野
の

 田
だ

  崇
たかし

 

 昭和 46年 4月 15日生 52歳 

  関西学院大学法学部教授 

1期目：Ｒ6.2.1～Ｒ9.1.31 

※ 年齢は令和６年３月 31日時点での年齢 

生年月日・年齢 

現 職 等 

（任   期） 

生年月日・年齢 

現 職 等 

（任   期） 

資料４ 



（収用委員会委員） 

略            歴 
 
 

住 所      兵庫県神戸市東灘区 
 

 

 岸
きし

  田
だ

  好
よし

  美
み

 

昭和３４年 ５月 ７日生 

 

 

昭和５８年 ３月    上智大学法学部卒業 

平成 ８年 ４月    大阪弁護士会入会 

同 １４年 ４月    財団法人日弁連交通事故相談センター大阪支部交通事故示談斡 

            旋委員 

同 １８年 ３月    日本弁護士会連合会代議員 

同 １８年 ４月    大阪弁護士会交通事故委員会委員長 

同 ２０年１１月    日本司法支援センター大阪地方事務所地方扶助審査委員 

同 ２２年 ４月    財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理委員 

同 ２２年１２月    大阪府収用委員会予備委員 

同 ２３年 １月    大阪簡易裁判所所属司法委員（現在に至る。） 

同 ２８年 ６月    公益財団法人日弁連交通事故相談センター大阪支部高次脳機能 

            障害相談員 

同 ２８年 ６月    公益財団法人日弁連交通事故相談センター理事 

同 ３０年 ２月    大阪府収用委員会委員（現在に至る。） 

同 ３０年 ４月    一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理委員（現在 

            に至る。） 

令和 元年１２月    大阪府収用委員会会長代理（現在に至る。） 

同  ２年 ９月    公益財団法人日弁連交通事故相談センター評議員（現在に至る。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

（再任理由） 

・岸田氏は、平成30年２月１日に収用委員会委員に選任された者。 

・弁護士として27年にわたる活動実績や豊富な公職経験を有している。 

民事法に関する卓越した見識を基に適切な審理指揮と公正な判断を行い、委員会の適正か

つ円滑な運営に寄与するとともに、令和元年12月からは会長代理として会長を適切に補佐

している。 



（収用委員会委員） 

略            歴 
 
 

住 所      京都府京都市北区 
 

 

 野
の

  田
だ

   崇
たかし

 

昭和４６年 ４月１５日生 

 

 

平成 ７年 ３月    京都大学法学部卒業 

同  ９年 ３月    京都大学大学院法学研究科修士課程修了 

同 １２年 ３月    京都大学大学院法学研究科博士後期課程研究指導認定退学 

同 １２年 ４月    京都大学法学部助手 

同 １４年 ４月    大阪経済大学経済学部専任講師 

同 １７年 ４月    関西学院大学法学部専任講師 

同 １９年 ４月    関西学院大学法学部准教授 

同 ２４年 ４月    関西学院大学法学部教授（現在に至る。） 

同 ２６年 ４月    大阪府個人情報保護審議会委員 

同 ２６年１０月    奈良県情報公開審査会委員（現在に至る。） 

同 ２８年１０月    奈良県情報公開審査会会長（現在に至る。） 

同 ３０年 ４月    大阪府行政不服審査会委員 

同 ３０年 ６月    司法試験考査委員（現在に至る。） 

令和 元年 ７月    大阪市情報公開審査会委員 

同  ４年 ４月    大阪府個人情報保護審議会検証部会部会長（現在に至る。） 

同  ４年 ４月    大阪市個人情報保護審議会委員（現在に至る。） 

同  ５年 ４月    総務省情報公開・個人情報保護審査会委員（現在に至る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選任理由） 
・野田氏は、行政法の専門家として高い見識を有しており、司法試験考査委員をはじめ公職

経験も豊富である。また、大阪府行政不服審査会委員や大阪府個人情報保護審議会検証部

会部会長を歴任されるなど府行政にも精通しており、適正かつ公正な判断が期待できる。 


